
 

 

 

三愛経営労務  2025年⓫月号 

管理センター  
〒103-0022                      

東京都中央区日本橋室町 1-12-12 水島ビル５F   

三愛経営労務管理センター             

電話 03-3246-2757 
ニュース  

 

⚠健康保険の被扶養者認定は労働契約内容で年間収入を判定へ        

健康保険の被扶養者としての届出に係る者（以下「認定対象者」という。）の年間収入については、

認定対象者の過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後１年間の収入の見

込みにより判定されていましたが、令和８年４月からは、就業調整対策の観点から、被扶養者認定の

予見可能性を高めるため、次のとおり、労働契約段階で見込まれる収入を用いて被扶養者の認定を行

うこととされました。 

 

◆労働契約で定められた賃金（労働基準法第 11条に規定される賃金をいい、諸手当および賞与も含ま

れる。）から見込まれる年間収入が 130万円（認定対象者が 60歳以上の者である場合または概ね厚生

年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては、180万

円。認定対象者（被保険者の配偶者を除く。）が 19歳以上 23歳未満である場合にあっては 150万

円）未満であり、かつ、他の収入が見込まれず、 

(1) 認定対象者が被保険者と同一世帯に属している場合には、被保険者の年間収入の２分の１未満で

あると認められる場合 

(2) 認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合には、被保険者からの援助に依る収入額よ

り少ない場合には、原則として、被扶養者に該当するものとして取り扱う。 

 

◆労働契約の内容によって被扶養者の認定を行う場合は、労働基準法第 15条の規定に基づき交付され

る「労働条件通知書」（以下「通知書」という。）等の労働契約の内容が分かる書類の添付および当該

認定対象者に「給与収入のみである」旨の申立てを求めることにより確認する。具体的には、通知書

等の賃金を確認し、年間収入が 130万円未満（一定の場合は 180万円または 150万円未満）である場

合には、原則として被扶養者として取り扱う。なお、労働契約の更新が行われた場合や労働条件に変

更があった場合（以下「条件変更」という。）には、当該内容に基づき被扶養者に係る確認を実施す

ることとし、条件変更の都度、当該内容が分かる書面等の提出を求める。 

 

【厚生労働省「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間

収入の取扱いについて」】 

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T251006S0060.pdf 



 

 

 

協会けんぽの手続きに電子申請が導入されます               

◆電子申請の導入 

 ９月 10日、協会けんぽは、電子申請サイトの開設と「けんぽアプリ」のリリースを行い、マイナン

バーカードを利用して本人確認のうえ、手続きを行う仕組みを準備中であると公表しました。 

 

◆電子申請による手続きイメージ 

 資料によれば、傷病手当金や出産手当金、出産育児金、高額療養費などの申請書が対象となっていま

す。マイナ保険証を持っていない被保険者向けに紙の保険証に代わって発行される資格確認書の交付

申請書も、対象となっています。 

 手続きフローとしては、協会ホームページまたは「けんぽアプリ」から電子申請サイトにログインし

て希望する申請書を選択し、申請情報を入力の上、必要な添付書類は電子ファイルでアップロードす

るというものが示されています。審査に関する通知もシステム上で行われ、確認画面にステータスを

表示することとなっています。 

ただし、示されているのは被保険者自身が手続きを行うフローのみのため、会社の担当者や手続きの

委託を受ける社会保険労務士がどのように手続きを行うのかは、現時点で明らかにされていません。 

 

◆いつから導入される？ 

 資料によれば、令和８年１月からのサービス開始が予定されており、電子申請のほかに健康づくりに

関するコンテンツ配信などが予定されています。 

 その後、検証の上、令和 10年１月には「健診予約」や「デジタルな健康手帳」等、加入者の利便性

向上に資するプッシュ型の機能の実装と入社と同時に自動的にアプリをインストールするような仕組

みを構築するとされていますが、あくまで構想とされています。 

 

「令和７年版 労働経済白書」が公表されました              

厚生労働省は「令和７年版 労働経済の分析」（労働経済白書）を公表しました。労働経済白書は、

一般経済や雇用、労働時間などの現状や課題について、統計データを活用して分析する報告書です。

今回の白書の主なポイントをご紹介します。 

 

◆労働経済の推移と特徴 

2024年の雇用情勢は昨年に続き改善し、失業率や求人倍率は横ばいでした。労働力人口や就業者数は

過去最高を記録し、現金給与総額は４年連続で増加、実質賃金も一般・パートともにマイナスを脱し

ました。 

 

◆持続的な経済成長に向けた課題 

日本では 1990年代以降、実質労働生産性の実質ＧＤＰ成長率への寄与が低下しています。無形資産

投資、特に非製造業のソフトウェア投資が米欧に比べて低迷しており、ＡＩやソフトウェアによる業

務効率化、省力化が急務です。医療・福祉・サービス業など、高齢化で需要が増える分野の生産性向



 

 

 

上も重要課題です。 

 

◆社会インフラを支える職業の人材確保に向けて 

医療・福祉、保安、運輸、販売など生活に直結する職業（社会インフラ関連職）の人材不足は経済活

動に影響します。これらの職種を支えるため、スキルや経験に応じて段階的に賃金が上がる「キャリ

アラダー」の導入が必要です。 

 

◆企業と労働者の関係性の変化や労働者の意識変化に対応した雇用管理 

転職者が増え、生え抜き社員の割合は減少しています。若年層ほど賃金や自己成長を重視し、働きや

すい職場への継続就業希望が高い傾向があります。企業は賃金や福利厚生だけでなく、賃金以外の労

働条件の改善や働きやすい職場環境整備など、多様な働き方を可能とする柔軟な雇用管理を行うこと

が重要です。 

 

インフルエン予防接種を福利厚生で行う際の留意点             

◆インフルエンザが流行シーズンに突入 

厚生労働省は３日、令和７年第 39週の定点当たり報告数が 1.00を上回り、インフルエンザが流行シ

ーズンに入ったことを発表しました。例年より２カ月ほど流行入りが早いことや、昨年の報告数が統

計史上最多となった原因として、ワクチン接種率の低下が指摘されていることから、早めの予防接種

を推奨することが望ましいと考えられます。 

 

◆インフルエンザワクチンについて 

毎年の予防接種では、国内・国外の動向を鑑みて流行すると予測された型のワクチンが使用されま

す。今年度から、日本で使用されるワクチンが４価から３価へと変更されました。これは世界的に検

出されていないウイルス株であるＢ／山形系統を除くとしたＷＨＯの方針に基づいた決定です。イン

フルエンザワクチンの研究も進んでおり、昨年に製造販売が承認されたワクチンもあるので、専門家

と相談して予防接種に使用するワクチンを選択しましょう。 

 

◆留意点 

予防接種の費用を会社で負担した場合、著しく高額ではなく、業務上必要であり、従業員全員を対象

としている場合は福利厚生費として経理処理できます。 

しかし、予防接種を強制することはできないことに注意が必要です。インフルエンザ予防接種は法的

な強制力がなく、会社が接種を強制することはパワハラ問題に繋がりかねません。また、アレルギー

や既往症等による副反応のリスクもあるため、推奨制度を作成する場合はパワハラ防止の周知を含め

たトラブル対策を講じましょう。 

コロナウイルス等の他の感染症も警戒する必要もありますが、マスクの着用や手洗いといった生活習

慣による予防にも限界があります。感染による業務停滞を防ぐには、会社がインフルエンザ予防接種

を推奨することも重要です。 

 



 

 

 

外国人労働者に人事・労務を説明する際に役立つ支援ツール         

 日本の法制度や雇用慣行は外国人労働者にとっては馴染みのないことも少なくありません。そのた

め、厚生労働省から、職場のルールを理由や背景も含めて説明し、理解を深めてもらうことを目的と

した支援ツールが出されています。 

 

◆『外国人社員と働く職場の労務管理に使えるポイント・例文集』 

採用、賃金、労働時間といった９つのテーマをあげ、雇用管理で実際に想定される場面ごとに、①外

国人社員に説明する前に読んで理解しておくとよいポイント、②実際に外国人の方にそのまま話した

り見せたりできるよう「やさしい日本語」による説明の例が紹介されています。例えば、採用後に労

働者が提出する書類について、｢日本では、あなたに代わって会社が税金や保険の計算をします。あ

なたのためにしますから、必要な情報を会社に教えてください。｣とルビつきで示されています。 

 

◆雇用管理に役立つ多言語用語集 

人事・労務の場面でよく使用する労働関係、社会保険関係の用語約 420語について、定義・例文を検

索できる用語集です。やさしい日本語のほか、９言語（英語、韓国語、中国語（簡・繁）、タガログ

語、ベトナム語、ネパール語、ポルトガル語、スペイン語、インドネシア語、カンボジア語、タイ

語、ミャンマー語、モンゴル語）に対応しています。 

就業規則などを外国人労働者に説明する際、理解が難しそうな用語などを検索して、翻訳を提示した

り、外国人社員本人が、人事・労務用語の入社前の学習や辞書として活用したりすることが想定され

ています。 

 

◆モデル就業規則ほか 

厚生労働省のモデル就業規則は外国語版も出されています。そのほか、日本国内で働く外国人の方に

向けた｢労働条件ハンドブック｣や外国人労働者の労災防止に役立つ教材、資料も整備されています。 

【厚生労働省「外国人の方に人事・労務を説明する際にお困りではないですか？」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/tageng

oyougosyu.html 

【厚生労働省「外国人労働者の安全衛生管理」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000186714.html 

 

11 月は「過労死等防止啓発月間」です                   

厚生労働省では、毎年 11月を「過労死等防止啓発月間」として定め、過労死や過重労働の防止に向

けた啓発活動を全国的に行っています。この取組みは、国民一人ひとりが過労死等の問題を自分のこ

ととして捉え、理解を深めるきっかけとなるよう企画されています。 

「過労死等」とは、①業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡、②業務

における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡、③死亡には至らないが、これ

らの脳血管疾患、心臓疾患、精神障害をいいます。 



 

 

 

 

◆「過労死等防止対策推進シンポジウム」と周知活動 

月間中、全国 47都道府県で「過労死等防止対策推進シンポジウム」が開催されます（東京は２会

場）。シンポジウムでは、過労死遺族による体験談の紹介や、メンタルヘルスなど専門家による講演

が予定されており、誰でも無料で参加可能です（事前申込み制）。申込方法や開催日程などは、厚生

労働省の特設ページで案内されています。 

このほか、ポスター掲示やリーフレットの配布、インターネット広告の活用など、さまざまな媒体を

通じて過労死等の防止に関する広報活動が実施されます。 

 

◆過重労働解消キャンペーンも実施 

同時に「過重労働解消キャンペーン」も展開され、長時間労働の是正や賃金不払残業の解消に向けた

取組みが強化されます。労働局による重点的な監督指導、労働相談の集中受付期間の設定、特別相談

日の設置、各種セミナーの開催などが予定されており、働き方の見直しが促されています。 

 

企業には、労働者の健康と安全を守るため、過重労働を防止する取組みを継続的に進めていくことが

求められています。 

 

2026 年 1月から「下請法」は「取適法」になります             

今年５月に「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」が可決・成

立し、2026年１月１日から施行となります。 

この改正により、「下請代金支払遅延等防止法」（下請法）が抜本的に見直され、法律名が「製造委託

等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」（略称：中小受託取引適

正化法、通称：「取適法」）に変更となります。 

 

◆用語の変更 

「下請」や「親事業者」という用語が上下関係を連想させることから、発注者と受注者の対等な関係づ

くりを促すことなどを目的として、以下の用語が変更となります。 

・下請代金→製造委託等代金 

・下請事業者→中小受託事業者 

・親事業者→委託事業者 

 

◆適用対象の拡大 

従来の資本金基準に加え、「従業員数基準」（300人、100人）が追加され、規制および保護の対象が

拡充されます。また、適用対象となる取引に、荷主から運送事業者への運送委託（特定運送委託）が

追加されます。 

 

◆禁止行為の追加 

これまでは「買いたたき」規制が行われてきましたが、「協議に応じない一方的な代金決定」が禁止



 

 

 

されます。 

また、政府が 2027年３月末までに約束手形や小切手の利用を廃止する方針であるため、「手形払」が

禁止されるとともに、その他の支払手段（電子記録債権等）についても、支払期日までに代金相当額

満額を得ることが困難なものが禁止されます。 

 

 その他の改正事項や詳しい改正内容については、公正取引員会のリーフレットやガイドブックをご確

認ください。 

 

 

11 月の税務と労務の手続［提出先・納付先］                

 

10日 

○源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便局または銀行］ 

○雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に採用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

 

17日 

○所得税の予定納税額の減額承認申請書（10月 31日の現況）の提出［税務署］ 

 

12月 1日 

○個人事業税の納付＜第２期分＞［郵便局または銀行］ 

○所得税の予定納税額の納付＜第２期分＞［郵便局または銀行］ 

○健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］ 

○労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出［公共職業安定所］ 

○外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞ 

［公共職業安定所］ 


